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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　振動発生部および振動受部のうちの一方に連結される筒状の外側取付け部材、および他
方に連結される内側取付け部材と、これらの両取付け部材を連結する弾性体と、を有する
防振装置本体を保持する防振装置用ブラケットであって、
　鉛直方向に延びるとともに互いに対向する一対の側壁部、およびこれらの両側壁部同士
を連結する端壁部を備える支持部と、
　前記一対の側壁部から突出し、振動発生部および振動受部のうちの一方に連結される脚
部と、を備え、
　前記一対の側壁部において互いに対向する各内面には、これらの両側壁部が互いに対向
する対向方向に突出し、前記防振装置本体を鉛直方向の下方から支持する下支持突部が形
成され、
　前記一対の側壁部における各内面の間には、鉛直方向および前記対向方向の両方向に直
交する開口方向に開口し、前記開口方向の一方側から前記防振装置本体が圧入される圧入
空間が形成されていることを特徴とする防振装置用ブラケット。
【請求項２】
　前記一対の側壁部における各内面には、前記対向方向に突出し、前記防振装置本体を鉛
直方向の上方から支持する上支持突部が形成されていることを特徴とする請求項１記載の
防振装置用ブラケット。
【請求項３】
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　前記一対の側壁部における各内面には、鉛直方向に延び、鉛直方向の両端部から前記下
支持突部および前記上支持突部が各別に突出する突出基部が形成され、
　前記下支持突部、前記上支持突部および前記突出基部は、前記側壁部を曲げ加工し、前
記側壁部に前記対向方向の外側に膨出する膨出部を形成することで、前記側壁部における
内面のうち、前記膨出部に対応する部分に一体に形成され、
　前記脚部には、前記膨出部が嵌合される嵌合凹部が形成されていることを特徴とする請
求項２記載の防振装置用ブラケット。
【請求項４】
　前記脚部には、前記下支持突部を下方から支持する係止部が形成されていることを特徴
とする請求項１から３のいずれか１項に記載の防振装置用ブラケット。
【請求項５】
　前記圧入空間に圧入された前記防振装置本体を前記開口方向の他方側から支持する規制
部を備えていることを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の防振装置用ブラ
ケット。
【請求項６】
　前記圧入空間における前記対向方向の両端部には、前記一対の側壁部における各内面に
形成された圧入溝が設けられ、
　前記脚部は、前記側壁部において前記対向方向の外側を向く外面のうち、前記圧入溝に
対応する部分を鉛直方向に含むように、前記側壁部に連結されていることを特徴とする請
求項１から５のいずれか１項に記載の防振装置用ブラケット。
【請求項７】
　振動発生部および振動受部のうちの一方に連結される筒状の外側取付け部材、および他
方に連結される内側取付け部材と、これらの両取付け部材を連結する弾性体と、を有する
防振装置本体と、
　請求項１から６のいずれか１項に記載の防振装置用ブラケットと、を備えることを特徴
とする防振装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、防振装置用ブラケットおよび防振装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、下記特許文献１に示すような防振装置用ブラケットが知られている。このブ
ラケットは、振動発生部および振動受部のうちの一方に連結される筒状の外側取付け部材
、および他方に連結される内側取付け部材と、これらの両取付け部材を連結する弾性体と
、を有する防振装置本体を保持する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－２５６９５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前記従来の防振装置用ブラケットでは、防振装置本体を安定して保持す
ることについて改善の余地がある。
【０００５】
　本発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであって、防振装置本体を安定して保持
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　前記課題を解決するために、本発明は以下の手段を提案している。
　本発明に係る防振装置用ブラケットは、振動発生部および振動受部のうちの一方に連結
される筒状の外側取付け部材、および他方に連結される内側取付け部材と、これらの両取
付け部材を連結する弾性体と、を有する防振装置本体を保持する防振装置用ブラケットで
あって、鉛直方向に延びるとともに互いに対向する一対の側壁部、およびこれらの両側壁
部同士を連結する端壁部を備える支持部と、前記一対の側壁部から突出し、振動発生部お
よび振動受部のうちの一方に連結される脚部と、を備え、前記一対の側壁部において互い
に対向する各内面には、これらの両側壁部が互いに対向する対向方向に突出し、前記防振
装置本体を鉛直方向の下方から支持する下支持突部が形成され、前記一対の側壁部におけ
る各内面の間には、鉛直方向および前記対向方向の両方向に直交する開口方向に開口し、
前記開口方向の一方側から前記防振装置本体が圧入される圧入空間が形成されていること
を特徴とする。
【０００７】
　この場合、一対の側壁部における各内面に下支持突部が形成されているので、下支持突
部により防振装置本体を下方から支持することができる。これにより、防振装置本体を安
定して保持することが可能になり、例えば、防振装置用ブラケットから防振装置本体が鉛
直方向の下方に脱落するのを抑えること等ができる。
　また、一対の側壁部における各内面の間に圧入空間が形成されているので、防振装置用
ブラケットを振動発生部または振動受部に、圧入空間を開口方向の一方側に向けて露出さ
せた状態で連結することで、その後、防振装置本体を圧入空間内に開口方向の一方側から
圧入することができる。これにより、防振装置本体の組み付け手順の多様化を図ることが
できる。しかも、防振装置用ブラケットを振動発生部または振動受部に連結するときには
、脚部を振動発生部または振動受部に連結するので、防振装置本体の圧入時に、一対の側
壁部が対向方向に過度に拡開してしまうのを抑えることが可能になる。これらにより、防
振装置本体の組み付け性を向上させることができる。
　また圧入空間に、防振装置本体が開口方向から圧入されるので、防振装置用ブラケット
のうち、圧入空間に対して鉛直方向の両側に位置する部分の設計自由度を高め易くするこ
とができる。
【０００８】
　前記一対の側壁部における各内面には、前記対向方向に突出し、前記防振装置本体を鉛
直方向の上方から支持する上支持突部が形成されていてもよい。
【０００９】
　この場合、一対の側壁部における各内面に上支持突部が形成されているので、下支持突
部および上支持突部の両方により、防振装置本体を鉛直方向の両側から支持することがで
きる。これにより、防振装置本体を上下方向に安定して保持することができる。
【００１０】
　前記一対の側壁部における各内面には、鉛直方向に延び、鉛直方向の両端部から前記下
支持突部および前記上支持突部が各別に突出する突出基部が形成され、前記下支持突部、
前記上支持突部および前記突出基部は、前記側壁部を曲げ加工し、前記側壁部に前記対向
方向の外側に膨出する膨出部を形成することで、前記側壁部における内面のうち、前記膨
出部に対応する部分に一体に形成され、前記脚部には、前記膨出部が嵌合される嵌合凹部
が形成されていてもよい。
【００１１】
　この場合、脚部に、膨出部が嵌合される嵌合凹部が形成されているので、防振装置本体
を、上支持突部および下支持突部を介して脚部により支持することが可能になり、防振装
置本体をより安定して保持することができる。
【００１２】
　前記脚部には、前記下支持突部を下方から支持する係止部が形成されていてもよい。
【００１３】
　この場合、脚部に、下支持突部を下方から支持する係止部が形成されているので、防振
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装置本体を、係止部および下支持突部を介して脚部により支持することが可能になり、防
振装置本体をより安定して保持することができる。
【００１６】
　前記圧入空間に圧入された前記防振装置本体を前記開口方向の他方側から支持する規制
部を備えていてもよい。
【００１７】
　この場合、規制部を備えているので、規制部により防振装置本体を開口方向の他方側か
ら支持することが可能になり、防振装置本体をより安定して保持することができる。
　また、規制部を備えているので、圧入空間への防振装置本体の圧入時に、防振装置本体
を規制部に突き当てることで、防振装置本体の過度の圧入を防ぐことが可能になり、防振
装置本体の組み付け性を向上させることができる。
【００１８】
　前記圧入空間における前記対向方向の両端部には、前記一対の側壁部における各内面に
形成された圧入溝が設けられ、前記脚部は、前記側壁部において前記対向方向の外側を向
く外面のうち、前記圧入溝に対応する部分を鉛直方向に含むように、前記側壁部に連結さ
れていてもよい。
【００１９】
　この場合、脚部が、側壁部の外面のうち、圧入溝に対応する部分を鉛直方向に含むよう
に、側壁部に連結されているので、圧入空間に圧入された防振装置本体を、側壁部を介し
て脚部により対向方向の外側から支持することが可能になり、防振装置本体をより安定し
て保持することができる。
【００２０】
　本発明に係る防振装置は、振動発生部および振動受部のうちの一方に連結される筒状の
外側取付け部材、および他方に連結される内側取付け部材と、これらの両取付け部材を連
結する弾性体と、を有する防振装置本体と、前記防振装置用ブラケットと、を備えること
を特徴とする。
【００２１】
　この場合、前記防振装置用ブラケットを備えているので、防振装置本体を安定して保持
することが可能になり、例えば特性を確実に発揮させること等ができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、防振装置本体を安定して保持することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施形態に係る防振装置の正面を斜め下方から見た斜視図である。
【図２】図１に示す防振装置の正面図である。
【図３】図１に示す防振装置の背面を斜め上方から見た斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、図面を参照し、本発明の一実施形態に係る防振装置を説明する。
【００２５】
　図１から図３に示す防振装置１０は、自動車における振動発生部であるエンジンを振動
受部である車体へ支持するエンジンマウントとして適用される。防振装置１０には、主に
鉛直方向Ｚに沿う振動（主振動）が入力される。
　防振装置１０は、防振装置本体２０と、防振装置用ブラケット３０と、を備えている。
【００２６】
　防振装置本体２０は、振動発生部および振動受部のうちの一方に連結される筒状の外側
取付け部材２１、および他方に連結される内側取付け部材２２と、これらの両取付け部材
２１、２２を連結する弾性体２３と、を備えている。
【００２７】
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　外側取付け部材２１は、円筒状に形成されている。外側取付け部材２１の外周面には、
圧入突起２４（圧入部、被支持部）が設けられている。圧入突起２４は、一対備えられて
いて、外側取付け部材２１の外周面において、外側取付け部材２１の軸線Ｏを間に挟んで
反対側に位置する各部分に配置されている。
　なお、防振装置１０が振動発生部と振動受部との間に配置された状態で、外側取付け部
材２１の軸線Ｏは鉛直方向Ｚに沿い、外側取付け部材２１の軸方向が鉛直方向Ｚとなる。
外側取付け部材２１は、防振装置用ブラケット３０を介して車体（振動受部）に連結され
る。
【００２８】
　内側取付け部材２２は、円錐台状に形成され、外側取付け部材２１と同軸に配置されて
いる。内側取付け部材２２は、鉛直方向Ｚから見た平面視において外側取付け部材２１の
内側に配置されている。内側取付け部材２２は、外側取付け部材２１から鉛直方向Ｚの上
方に突出している。内側取付け部材２２の上面には、図示しない連結用ボルトが螺合され
る連結ねじ穴が形成されている。連結用ボルトは、防振装置本体２０に図示しないストッ
パアームを連結する。内側取付け部材２２は、ストッパアームを介してエンジン（振動発
生部）に連結される。
【００２９】
　弾性体２３は、例えばゴム等により形成されており、吸振主体となる。弾性体２３は、
外側取付け部材２１の内周に加硫接着されるとともに内側取付け部材２２の外面に加硫接
着され、外側取付け部材２１と内側取付け部材２２とを弾性的に連結している。弾性体２
３には、鉛直方向Ｚの下方に向けて開口する凹部が形成されている。
【００３０】
　防振装置用ブラケット３０は、防振装置本体２０を保持する。防振装置用ブラケット３
０は、支持部３１と、規制部３２と、脚部３３と、を備えている。
【００３１】
　支持部３１は、一枚の板材が曲げ加工されてなり、支持部３１の正面視において逆Ｕ字
状に形成されている。支持部３１は、鉛直方向Ｚに延びるとともに互いに対向する一対の
側壁部３４と、これらの両側壁部３４同士を連結する端壁部３５と、を備えている。端壁
部３５は、一対の側壁部３４の上端部同士を連結していて、支持部３１は、上方に位置す
る端壁部３５の両側から、一対の側壁部３４が各別に下方に向けて屈曲されることで一体
に形成されている。
【００３２】
　一対の側壁部３４において互いに対向する各内面には、下支持突部３６と、上支持突部
３７と、突出基部３８と、が形成されている。下支持突部３６および上支持突部３７はそ
れぞれ、一対の側壁部３４が互いに対向する対向方向Ｘに突出している。突出基部３８は
、鉛直方向Ｚに延び、鉛直方向Ｚの両端部から下支持突部３６および上支持突部３７が各
別に突出している。
【００３３】
　下支持突部３６、上支持突部３７および突出基部３８は、側壁部３４を曲げ加工するこ
とにより一体に形成されている。側壁部３４の下端部には、対向方向Ｘの外側に膨出する
膨出部３９が曲げ加工により形成されていて、側壁部３４における内面のうち、膨出部３
９に対応する部分に、下支持突部３６、上支持突部３７および突出基部３８が一体に形成
されている。下支持突部３６、上支持突部３７および突出基部３８は、対向方向Ｘの内側
に向けて開口する圧入溝４０を形成している。
【００３４】
　一対の側壁部３４における各内面の間には、圧入空間４１が形成されている。圧入空間
４１は、鉛直方向Ｚおよび対向方向Ｘの両方向に直交する開口方向Ｙに開口しており、圧
入空間４１における対向方向Ｘの両端部には、圧入溝４０が設けられている。圧入空間４
１には、開口方向Ｙの一方側から防振装置本体２０が圧入される。本実施形態では、圧入
空間４１のうちの圧入溝４０に、防振装置本体２０のうちの圧入突起２４が圧入される。
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【００３５】
　圧入突起２４は、下支持突部３６および上支持突部３７により上下方向から挟持され、
下支持突部３６は、防振装置本体２０を鉛直方向Ｚの下方から支持し、上支持突部３７は
、防振装置本体２０を鉛直方向Ｚの上方から支持する。防振装置本体２０は、対向方向Ｘ
の両外側から、一対の側壁部３４の各突出基部３８により挟持され、突出基部３８は、防
振装置本体２０を対向方向Ｘの外側から支持する。
【００３６】
　図３に示すように、規制部３２は、圧入空間４１に圧入された防振装置本体２０を開口
方向Ｙの他方側から支持する。規制部３２は、表裏面が開口方向Ｙを向く、支持部３１と
は異なる板材により形成されており、支持部３１に溶接（固着）されている。規制部３２
は、開口方向Ｙから見た正面視において対向方向Ｘに長い矩形状の本体片４２と、本体片
４２から下方に向けて突出された突出片４３と、を備えている。
【００３７】
　本体片４２における対向方向Ｘの両端部は、一対の側壁部３４における各内面に溶接さ
れている。本体片４２の両端部は、側壁部３４の内面のうち、上支持突部３７よりも上側
に位置する部分に固定され、本体片４２は防振装置本体２０と非接触となっている。
　突出片４３は、防振装置本体２０のうち、外側取付け部材２１の外周面に、開口方向Ｙ
の他方側から係合する。突出片４３は、突出基部３８と鉛直方向Ｚに沿って同等の位置に
配置されている。
【００３８】
　図１から図３に示すように、脚部３３は、一対の側壁部３４から突出し、車体（振動発
生部および振動受部のうちの一方）に連結される。脚部３３は、一対備えられており、一
対の側壁部３４から各別に突出している。一対の脚部３３は、対向方向Ｘに対称に形成さ
れている。
【００３９】
　脚部３３は、支持部３１および規制部３２とは異なる一枚の板材が曲げ加工されてなり
、脚部３３を対向方向Ｘから見た正面視においてＵ字状に形成されている。脚部３３は、
鉛直方向Ｚに延びるとともに互いに対向する一対の支持壁部４４と、これらの両支持壁部
４４同士を連結する連結壁部４５と、を備えている。連結壁部４５は、一対の支持壁部４
４の下端部同士を連結していて、脚部３３は、下方に位置する連結壁部４５の両側から、
一対の支持壁部４４が各別に上方に向けて屈曲されることで一体に形成されている。
【００４０】
　連結壁部４５は、この連結壁部４５に対して下方に位置する車体に固定される。連結壁
部４５には、連結壁部４５を鉛直方向Ｚに貫通する連結孔が形成されていて、連結壁部４
５は、連結孔に上方から差し込まれる図示しないボルトにより車体に固定される。
　一対の支持壁部４４は、開口方向Ｙに間隔をあけて配置されている。支持壁部４４は、
一対の側壁部３４において対向方向Ｘの外側を向く各外面に溶接（固着）されている。
【００４１】
　脚部３３は、一対の側壁部３４において対向方向Ｘの外側を向く各外面のうち、圧入溝
４０に対応する部分である膨出部３９を鉛直方向Ｚに含むように、一対の側壁部３４に連
結されている。脚部３３には、膨出部３９が嵌合される嵌合凹部４７が形成されていて、
脚部３３は、膨出部３９が嵌合凹部４７に嵌合された状態で、側壁部３４のうち、膨出部
３９だけでなく、膨出部３９よりも上方に位置する部分にまで溶接されている。
　嵌合凹部４７は、対向方向Ｘの内側に向けて開口しており、嵌合凹部４７の内周面のう
ち、下方に位置して上方を向く部分は、下支持突部３６を下方から支持する係止部４８と
なっている。
【００４２】
　以上説明したように、本実施形態に係る防振装置用ブラケット３０によれば、一対の側
壁部３４における各内面に下支持突部３６が形成されているので、下支持突部３６により
防振装置本体２０を下方から支持することができる。これにより、防振装置本体２０を安
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定して保持することが可能になり、例えば、防振装置用ブラケット３０から防振装置本体
２０が鉛直方向Ｚの下方に脱落するのを抑えること等ができる。
【００４３】
　また、一対の側壁部３４における各内面に上支持突部３７が形成されているので、下支
持突部３６および上支持突部３７の両方により、防振装置本体２０を鉛直方向Ｚの両側か
ら支持することができる。これにより、防振装置本体２０を上下方向に安定して保持する
ことができる。
　さらに脚部３３に、膨出部３９が嵌合される嵌合凹部４７が形成されているので、防振
装置本体２０を、上支持突部３７および下支持突部３６を介して脚部３３により支持する
ことが可能になり、防振装置本体２０をより安定して保持することができる。
　さらにまた脚部３３に、下支持突部３６を下方から支持する係止部４８が形成されてい
るので、防振装置本体２０を、係止部４８および下支持突部３６を介して脚部３３により
支持することが可能になり、防振装置本体２０をより安定して保持することができる。
【００４４】
　また、一対の側壁部３４における各内面の間に圧入空間４１が形成されているので、防
振装置用ブラケット３０を振動発生部または振動受部に、圧入空間４１を開口方向Ｙの一
方側に向けて露出させた状態で連結することで、その後、防振装置本体２０を圧入空間４
１内に開口方向Ｙの一方側から圧入することができる。これにより、防振装置本体２０の
組み付け手順の多様化を図ることができる。しかも、防振装置用ブラケット３０を振動発
生部または振動受部に連結するときには、脚部３３を振動発生部または振動受部に連結す
るので、防振装置本体２０の圧入時に、一対の側壁部３４が対向方向Ｘに過度に拡開して
しまうのを抑えることが可能になる。これらにより、防振装置本体２０の組み付け性を向
上させることができる。
　また圧入空間４１に、防振装置本体２０が開口方向Ｙから圧入されるので、防振装置用
ブラケット３０のうち、圧入空間４１に対して鉛直方向Ｚの両側に位置する部分の設計自
由度を高め易くすることができる。
【００４５】
　さらに、規制部３２を備えているので、規制部３２により防振装置本体２０を開口方向
Ｙの他方側から支持することが可能になり、防振装置本体２０をより安定して保持するこ
とができる。
　また、規制部３２を備えているので、圧入空間４１への防振装置本体２０の圧入時に、
防振装置本体２０を規制部３２に突き当てることで、防振装置本体２０の過度の圧入を防
ぐことが可能になり、防振装置本体２０の組み付け性を向上させることができる。
【００４６】
　また脚部３３が、側壁部３４の外面における膨出部３９を鉛直方向Ｚに含むように、側
壁部３４に連結されているので、圧入空間４１に圧入された防振装置本体２０を、側壁部
３４を介して脚部３３により対向方向Ｘの外側から支持することが可能になり、防振装置
本体２０をより安定して保持することができる。
【００４７】
　そして本実施形態に係る防振装置１０によれば、前記防振装置用ブラケット３０を備え
ているので、防振装置本体２０を安定して保持することが可能になり、例えば特性を確実
に発揮させること等ができる。
【００４８】
　なお、本発明の技術的範囲は前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を
逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
【００４９】
　前記実施形態では、防振装置本体２０として、液体が封入されていない、いわゆるソリ
ッドタイプの防振ゴムを使用している例について説明したが、防振装置本体２０としては
、他のタイプのもの、例えば、液封式の防振ゴムを用いてもよい。
【００５０】
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　圧入突起２４がなくてもよい。圧入突起２４を圧入溝４０に圧入するのに代えて、例え
ば、外側取付け部材２１を直接、圧入溝４０に圧入してもよい。
【００５１】
　脚部３３が、膨出部３９に対して鉛直方向Ｚにずらされて側壁部３４に連結されていて
もよい。また脚部３３に係止部４８や嵌合凹部４７がなくてもよい。
【００５２】
　規制部３２に突出片４３を設けるのに代えて、本体片４２により防振装置本体２０を支
持してもよい。また規制部３２が、防振装置本体２０の外側取付け部材２１に代えて、内
側取付け部材２２を支持してもよい。さらに規制部３２がなくてもよい。
【００５３】
　下支持突部３６、上支持突部３７および突出基部３８を、側壁部３４を曲げ加工して形
成するのに代えて、側壁部３４を複数枚の板材により形成し、突出基部３８を形成する第
１の板材から、下支持突部３６または上支持突部３７を形成する第２の板材が対向方向Ｘ
に突出するように、これらの複数の板材を溶接（固着）してもよい。また上支持突部３７
はなくてもよい。
【００５４】
　前記実施形態では、エンジンを内側取付け部材２２に接続し、外側取付け部材２１を車
体に接続しているが、逆に接続するように構成してもよい。
【００５５】
　本発明に係る防振装置１０は、車両のエンジンマウントに限定されるものではなく、エ
ンジンマウント以外に適用することも可能である。例えば、建設機械に搭載された発電機
のマウントにも適用することも可能であり、或いは、工場等に設置される機械のマウント
にも適用することも可能である。
【００５６】
　その他、本発明の趣旨に逸脱しない範囲で、前記実施形態における構成要素を周知の構
成要素に置き換えることは適宜可能であり、また、前記した変形例を適宜組み合わせても
よい。
【符号の説明】
【００５７】
１０　防振装置
２０　防振装置本体
２１　外側取付け部材
２２　内側取付け部材
２３　弾性体
３０　防振装置用ブラケット
３１　支持部
３２　規制部
３３　脚部
３４　側壁部
３５　端壁部
３６　下支持突部
３７　上支持突部
３８　突出基部
３９　膨出部
４０　圧入溝
４１　圧入空間
４７　嵌合凹部
４８　係止部
Ｏ　軸線
Ｘ　対向方向
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